「蒲田地区駐車場地域ルール（素案）」
に関する意見を募集します

１　意見募集の目的
「大田区駐車場整備計画（蒲田地区）」（令和６年10月改定）で位置付けた目指すまちの姿の実現に向け、駐車施策の実行性を高め、地区特性に応じた質の高い駐車施設の整備を推進するため、蒲田地区駐車場地域ルールの策定を進めています。
このたび、「蒲田地区駐車場地域ルール（素案）」としてまとめましたので、広く意見募集を行います。
２　意見募集期間
　　令和７年12月８日（月）から12月26日（金）まで
３　対象
蒲田地区駐車場地域ルール（素案）に関わる方
４　意見提出方法
　　「意見提出用紙」に必要事項を明記し、以下の（１）から（３）の方法により
大田区 鉄道・都市づくり部 鉄道・都市づくり課 鉄道・都市づくり担当（蒲田担当）宛に
ご提出ください。また、（４）電子申請でもご提出いただけます。
（１）窓口へ持参　  大田区役所本庁舎７階28番窓口（平日9：00から17：00まで）
（２）郵送　　　　　〒144-8621　大田区蒲田5-13-14（当日消印有効）
[image: QRコード]（３）ファクシミリ　03-5744-1526
（４）電子申請
以下のいずれかの方法にてアクセスできます　　
①右記の電子申請用ＱＲコードを読み取る
②以下のＵＲＬを入力
https://logoform.jp/form/8BrJ/1320908
 ③区ホームページからアクセス
【トップページ ⇒ 募集一覧⇒蒲田地区駐車場地域ルール（素案）の意見募集について】
５　意見の取扱いについて
・電話や口頭でのご意見等はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・いただいたご意見は、原則大田区のホームページで公表させていただきます。
・個人情報が記載されている場合、意見募集の目的以外では使用せず、適切に取り扱います。
・ご意見に対する個別の回答は行いません。
６　お問い合わせ先
大田区鉄道・都市づくり部 鉄道・都市づくり課 鉄道・都市づくり担当（蒲田担当）
電話　03-5744-1339　※平日9：00から17：00まで
FAX　 03-5744-1526

【意見提出用紙】
「蒲田地区駐車場地域ルール（素案）」の意見募集について

	「蒲田地区駐車場地域ルール（素案）」との関わり
駐車場地域ルールの対象範囲は駐車場整備地区内としていますが、この範囲への関わりについて記入してください。
例　範囲内に住んでいる、通勤・通学している、買い物に来る
 範囲内に駐車することがある、配送で来る
範囲内に百貨店等の物販店舗や事務所を所有又は管理運営している
範囲内に飲食店、宿泊施設、住宅等を所持又は管理している
範囲内で事業の実施を検討している
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